
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
四
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

二

九

号

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
に
関
す
る
質
問
主
意
書

特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
昨
年
十
二
月
の
閣
議
決
定
で
定
め
た
目
的
は
、
簡
素
・
効
率
的
・
透
明
な
政
府
を
実
現
す

る
た
め
、
特
殊
法
人
等
に
お
け
る
経
営
責
任
の
不
明
確
性
、
事
業
運
営
の
非
効
率
性
等
を
根
本
か
ら
改
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
特

殊
法
人
か
ら
独
立
行
政
法
人
に
看
板
が
か
け
か
え
ら
れ
て
も
、
経
営
や
事
業
実
態
や
天
下
り
構
造
が
変
わ
ら
な
い
の
で
は
、
合

理
化
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
殊
法
人
水
資
源
開
発
公
団
（
以
下
、
水
公
団
）
は
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
（
以
下
、
水
機
構
）
に
改
組
す
る
前
に
、
栗
原
川
ダ
ム
を
中
止
し
た
が
、
ダ
ム
一
基
の
中
止
を
も
っ
て
、
簡
素
・
効
率
的
・

透
明
を
目
指
し
た
特
殊
法
人
改
革
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

�

平
成
十
五
年
度
概
算
要
求
を
み
る
と
、
水
公
団
の
合
計
所
要
資
金
は
、
十
四
年
度
が
約
三
千
百
六
十
億
円
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
三
千
三
百
十
億
円
に
増
額
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
水
機
構
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
特
殊
法
人
等
整

理
合
理
化
計
画
の
目
的
ど
お
り
に
事
業
経
営
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
な
ら
ば
、
所
要
資
金
も
縮
小
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
改

組
に
伴
っ
て
ど
の
よ
う
に
事
業
経
営
の
効
率
化
を
図
る
の
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
せ
よ
。
同
時
に
、
そ
の
経
営
の
効
率
化

に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
費
用
削
減
が
で
き
る
の
か
も
明
ら
か
に
せ
よ
。

一



�

特
殊
法
人
の
問
題
点
と
し
て
強
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
天
下
り
の
問
題
は
、
水
公
団
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
国

土
交
通
省
等
、
国
か
ら
水
公
団
へ
の
天
下
り
に
加
え
て
、
公
団
か
ら
公
団
の
関
連
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
水
の
友
や
財
団
法

人
水
資
源
開
発
協
会
等
に
対
し
て
の
天
下
り
が
あ
る
。
現
在
、
水
公
団
に
お
い
て
国
か
ら
転
職
し
た
管
理
職
の
ポ
ス
ト
名
、

お
よ
び
株
式
会
社
水
の
友
、
水
資
源
開
発
協
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
水
公
団
か
ら
転
職
し
た
管
理
職
の
ポ
ス
ト
名
を
具
体

的
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
在
職
期
間
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
水
機
構
に
な
る
と
、
こ
の
二

重
の
天
下
り
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

石
原
伸
晃
行
革
担
当
大
臣
は
、
十
一
月
十
四
日
の
特
殊
法
人
特
別
委
員
会
の
水
機
構
法
案
審
議
の
中
で
、
水
機
構
の
事
業

に
つ
い
て
「
利
水
者
が
負
担
金
を
前
払
い
す
る
方
式
の
導
入
等
々
、
効
率
化
を
図
り
な
が
ら
運
営
を
い
た
し
ま
す
」
と
答
弁

を
し
た
。
扇
千
景
国
土
交
通
大
臣
が
同
委
員
会
で
明
言
し
た
よ
う
に
水
公
団
ま
た
は
水
機
構
で
今
後
、
新
規
ダ
ム
を
作
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
石
原
大
臣
が
言
う
「
前
払
い
方
式
」
を
導
入
す
る
の
は
、
必
然
的
に
、
現
在
、
推
進
中
の
九
基
の
ダ
ム
以

外
に
は
あ
り
え
な
い
。

（
一
）

九
基
の
ダ
ム
の
う
ち
、
石
原
大
臣
が
言
明
し
た
「
前
払
い
方
式
」
を
導
入
す
る
ダ
ム
は
ど
れ
か
。
ま
だ
決
め
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
つ
ま
で
に
導
入
を
検
討
す
る
か
。

二



（
二
）

「
前
払
い
方
式
」
を
導
入
す
る
ダ
ム
の
う
ち
、
工
業
用
水
、
農
業
用
水
、
上
水
道
で
、
前
払
い
方
式
の
導
入
の
仕

方
に
差
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
差
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
則
し
て
具
体
的
に
答
え
よ
。

（
三
）

「
前
払
い
方
式
」
は
、
財
政
と
つ
り
あ
わ
な
い
事
業
を
一
刻
も
早
く
取
り
止
め
、
事
業
の
ス
リ
ム
化
を
図
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
施
設
完
成
後
に
利
水
参
加
者
に
事
業
費
を
負
担
さ
せ
る
、
い
わ
ば
、
会
計
上

の
ト
ン
ネ
ル
機
関
だ
っ
た
水
公
団
の
構
造
は
、
法
律
上
、
水
機
構
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
水
機
構
に
な
る
と
、

会
計
上
は
ト
ン
ネ
ル
機
関
で
あ
り
続
け
る
水
公
団
の
状
況
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

（
四
）

石
原
大
臣
は
、
「
利
水
者
が
負
担
金
を
前
払
い
す
る
方
式
の
導
入
等
々
、
効
率
化
を
図
り
な
が
ら
運
営
」
す
る
と

答
弁
し
た
が
「
効
率
化
を
図
り
な
が
ら
運
営
」
す
る
と
は
、
「
前
払
い
方
式
の
導
入
」
以
外
に
何
を
指
す
の
か
、

「
等
々
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

�

徳
山
ダ
ム
の
利
水
に
つ
い
て

徳
山
ダ
ム
事
業
推
進
の
強
い
要
請
を
出
し
て
い
る
揖
斐
川
流
域
二
十
五
市
町
村
の
う
ち
、
水
道
水
・
工
業
用
水
の
供
給
予

定
地
域
は
、
こ
の
う
ち
の
大
垣
市
、
安
八
町
、
墨
俣
町
、
神
戸
町
、
輪
之
内
町
、
揖
斐
川
町
、
池
田
町
、
大
野
町
、
海
津

町
、
平
田
町
、
南
濃
町
、
垂
井
町
、
関
ヶ
原
町
、
養
老
町
の
十
四
市
町
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
市
町
村
の
推
進
の
根
拠
が
い
か

三



な
る
も
の
か
、
現
時
点
で
正
確
に
把
握
せ
ず
に
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
財
政
負
担
を
増
や
し
、
後
の
世
代

に
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

（
一
）

平
成
五
年
の
木
曽
川
水
系
フ
ル
プ
ラ
ン
策
定
の
元
と
な
っ
た
十
四
市
町
上
水
道
の
水
需
要
予
測
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
明
ら
か
で
な
い
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
場
合
は
、
徳
山
ダ
ム
が
完
成
し
た
場

合
の
利
水
予
定
量
を
、
十
四
市
町
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
な
ど
し
て
、
徹
底
的
に
調
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
水
需
要
予
測
ま
た
は
利
水
予
定
量
の
根
拠
と
な
っ
た
元
の
資
料
や
統
計
等
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

同
時
に
、
十
四
市
町
の
現
在
の
水
需
要
実
績
と
そ
の
水
源
も
調
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
工
業
用
水
に
つ
い
て

は
、
岐
阜
県
か
ら
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

平
成
五
年
の
フ
ル
プ
ラ
ン
策
定
の
翌
年
、
岐
阜
県
は
「
平
成
六
年
・
岐
阜
県
長
期
水
需
給
計
画
」
を
出
し
た
。
平

成
五
年
の
木
曽
川
水
系
フ
ル
プ
ラ
ン
と
平
成
六
年
・
岐
阜
県
長
期
水
需
給
計
画
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
説

明
さ
れ
た
い
。

（
三
）

十
一
月
十
四
日
、
特
殊
法
人
特
別
委
員
会
で
、
扇
大
臣
は
、
「
木
曽
川
水
系
で
は
過
去
三
十
年
間
に
三
十
回
の
取

水
制
限
が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。
国
土
交
通
省
に
資
料
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
、
四
十
七
回
の
取
水

四



制
限
の
状
況
が
示
さ
れ
た
。
国
土
交
通
省
は
常
日
頃
、
木
曽
川
水
系
の
渇
水
の
回
数
を
三
十
回
と
言
い
、
ま
た
、
徳

山
ダ
ム
事
業
認
定
取
消
訴
訟
で
は
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
の
門
松
武
企
画
部
長
が
証
人
調
書
で
、
「
渇
水

の
定
義
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
水
資
源
開
発
施
設
で
あ
る
ダ
ム
の
幾
つ
か
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
一
つ
で
も
空
っ

ぽ
に
な
っ
た
と
き
に
、
節
水
せ
ず
に
使
っ
た
場
合
に
空
っ
ぽ
に
な
る
よ
う
な
状
態
」
と
述
べ
て
い
る
。
四
十
七
回
の

取
水
制
限
の
う
ち
三
十
回
を
「
渇
水
」
と
言
う
根
拠
、
す
な
わ
ち
「
渇
水
」
の
定
義
を
、
改
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
同
時
に
「
三
十
回
」
を
特
定
し
、
定
義
に
沿
う
数
値
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
）

�－

（
三
）
の
定
義
に
基
づ
け
ば
、
揖
斐
川
で
の
取
水
制
限
四
回
は
、
「
渇
水
」
で
あ
っ
た
の
か
。
四
回
の
取
水

制
限
の
す
べ
て
は
農
業
用
水
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
「
渇
水
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
農

業
被
害
額
を
根
拠
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
五
）

「
三
十
回
の
取
水
制
限
」
に
お
け
る
被
害
状
況
（
「
〇
〇
市
で
�
日
か
ら
�
日
ま
で
の
間
、
×
時
間
断
水
」
「
工

業
被
害
額
〇
円
」
な
ど
。
農
業
、
工
業
被
害
額
は
根
拠
も
含
め
て
）
を
、
各
回
ご
と
に
整
理
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
六
）

扇
大
臣
の
同
答
弁
に
基
づ
く
四
十
七
回
の
取
水
制
限
の
状
況
を
見
る
と
、
木
曽
川
水
系
の
三
河
川
の
う
ち
、
取
水

五



制
限
を
受
け
た
の
は
、
四
十
三
回
ま
で
が
東
に
位
置
す
る
木
曽
川
で
あ
り
、
西
に
位
置
す
る
徳
山
ダ
ム
予
定
地
の
揖

斐
川
で
は
た
っ
た
の
四
回
だ
け
で
あ
る
。
東
か
ら
西
へ
渇
水
対
策
の
た
め
に
相
互
融
通
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え

ば
、
愛
知
県
の
工
業
用
水
の
余
剰
分
を
、
愛
知
県
の
水
道
水
に
転
用
す
る
な
ど
、
別
目
的
で
開
発
さ
れ
た
水
の
地
域

内
の
調
整
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
七
）

揖
斐
川
か
ら
木
曽
川
へ
の
相
互
融
通
を
行
う
に
し
て
も
、
そ
の
た
め
の
導
水
計
画
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
緊
急

な
渇
水
対
策
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
八
）

渇
水
対
策
が
緊
急
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
木
曽
川
水
系
内
の
地
域
内
の
調
整
や
転
用
を
恒
常
的
か
つ
全
般
的
に
行
う

べ
き
で
は
な
い
か
。
行
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用
や
資
源
の
有
効
活
用
と
い

う
観
点
か
ら
も
万
人
が
納
得
す
る
合
理
的
な
理
由
を
述
べ
よ
。

（
九
）

徳
山
ダ
ム
事
業
推
進
の
強
い
要
請
を
出
し
て
い
る
揖
斐
川
流
域
二
十
五
市
町
村
以
外
の
自
治
体
か
ら
は
、
強
い
要

請
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

�

徳
山
ダ
ム
の
治
水
に
つ
い
て

徳
山
ダ
ム
事
業
推
進
の
強
い
要
請
を
出
し
て
い
る
揖
斐
川
流
域
二
十
五
市
町
村
の
う
ち
、
利
水
を
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
治

六



水
面
か
ら
推
進
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
町
村
は
、
上
石
津
町
、
谷
汲
村
、
春
日
村
、
久
瀬
町
、
藤
橋
村
、
坂
内
村
、
本
巣

町
、
巣
南
町
、
真
正
町
、
糸
貫
町
、
根
尾
村
の
十
一
町
村
で
あ
る
。
こ
れ
ら
町
村
の
推
進
根
拠
を
精
査
せ
ず
に
事
業
を
継
続

す
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
国
の
負
担
を
増
や
し
、
後
の
世
代
に
禍
根
を
残
す
。

な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
豪
雨
が
降
っ
て
も
洪
水
被
害
が
起
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
扇
大
臣
は
「
揖
斐
川
で
過
去
四
十
四
年

間
に
あ
っ
た
十
二
回
の
大
き
な
洪
水
」
を
徳
山
ダ
ム
建
設
の
推
進
理
由
と
し
て
述
べ
た
が
、
ダ
ム
建
設
で
は
防
げ
な
い
土
砂

崩
れ
や
鉄
砲
水
な
ど
に
よ
る
被
害
も
含
ま
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
地
理
的
な
条
件
が
あ
る
。
例
え
ば
、
分
水
嶺
を
隔
て

た
山
間
部
に
あ
る
根
尾
村
や
谷
汲
村
や
、
徳
山
ダ
ム
よ
り
も
上
流
の
坂
内
村
な
ど
、
土
地
勘
が
あ
れ
ば
、
治
水
を
理
由
に
ダ

ム
事
業
を
要
請
す
る
こ
と
が
不
可
解
と
し
か
思
え
な
い
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
国
土
交
通
省
が
「
連
年
災
害
復
興

誌
」
や
「
岐
阜
県
災
害
誌
」
、
そ
し
て
水
害
統
計
な
ど
か
ら
作
成
し
た
資
料
に
も
、
「
被
害
状
況
は
洪
水
以
外
に
よ
る
被
害

も
含
む
」
と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
臣
の
答
弁
は
、
あ
た
か
も
徳
山
ダ
ム
を
作
れ
ば
被
害
が
防
げ
る
と
い

う
間
違
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
ダ
ム
建
設
の
効
果
が
根
拠
な
く
過
大
評
価
さ
れ
れ
ば
、
自
然
災
害
に
対
す
る
対
策
方
法
を
誤

る
元
と
な
り
危
険
で
あ
る
。
ま
た
、
治
水
事
業
は
国
の
負
担
で
ま
か
な
う
事
業
で
あ
り
、
費
用
に
見
合
う
治
水
効
果
や
防
災

効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
、
常
に
厳
し
く
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
一
）

二
十
五
市
町
村
の
う
ち
、
利
水
を
行
わ
ず
、
費
用
負
担
は
生
じ
な
い
町
村
は
、
無
責
任
に
「
付
き
合
い
」
で
推
進

を
し
た
、
あ
る
い
は
さ
せ
ら
れ
た
疑
い
が
あ
る
。
豪
雨
に
よ
る
被
害
の
実
態
と
徳
山
ダ
ム
の
治
水
効
果
を
分
析
、
検

証
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

（
二
）

十
一
町
村
の
う
ち
、
揖
斐
川
上
流
部
の
藤
橋
村
や
久
瀬
村
、
分
水
嶺
を
隔
て
た
揖
斐
川
支
流
の
山
間
部
に
あ
る
根

尾
村
や
谷
汲
村
や
、
徳
山
ダ
ム
よ
り
も
上
流
の
坂
内
村
が
、
ど
の
よ
う
な
治
水
効
果
を
期
待
し
て
徳
山
ダ
ム
を
要
請

す
る
の
か
を
、
国
と
し
て
各
地
方
公
共
団
体
に
改
め
て
今
回
、
聴
取
を
し
、
そ
の
具
体
的
な
推
進
理
由
を
答
弁
さ
れ

た
い
。

（
三
）

揖
斐
川
本
流
と
接
し
て
い
な
い
春
日
村
、
関
ヶ
原
町
、
上
石
津
町
、
糸
貫
町
、
真
正
町
、
墨
俣
町
、
垂
井
町
が
、

ど
の
よ
う
な
治
水
効
果
を
期
待
し
て
、
徳
山
ダ
ム
を
要
請
す
る
の
か
、
国
と
し
て
各
地
方
公
共
団
体
に
改
め
て
今

回
、
聴
取
を
し
、
そ
の
具
体
的
な
推
進
理
由
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
四
）

昭
和
三
十
四
年
八
月
に
起
き
た
二
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ

う
な
原
因
で
発
生
し
た
か
。
ま
た
こ
の
時
、
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状
況
を
場
所
を
特
定
し
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
（
例
「
〇
〇
町
字
�
�
で
土
砂
崩
れ
に
よ
り
町
道
が
二
十
ｍ
に
渡
り
崩
落
」
「
〇
〇
町
×
×
地
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区
で
内
水
氾
濫
に
よ
る
十
二
戸
床
上
浸
水
、
四
十
戸
床
下
浸
水
」
等
）
。

（
五
）

昭
和
三
十
四
年
九
月
に
起
き
た
二
十
九
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど

の
よ
う
な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
こ
の
時
、
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状

況
を
場
所
を
特
定
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
六
）

昭
和
三
十
五
年
八
月
に
岐
阜
県
下
で
起
き
た
と
さ
れ
る
洪
水
で
死
者
・
行
方
不
明
者
や
浸
水
家
屋
数
、
場
所
な
ど

が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
何
故
か
。

（
七
）

昭
和
三
十
六
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ

う
な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
こ
の
時
、
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状
況
を

場
所
を
特
定
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
八
）

昭
和
四
十
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う

な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
、
被
害
が
あ
っ
た
自
治
体
名
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故

か
。
被
害
実
態
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
、
徳
山
ダ
ム
の
治
水
機
能
に
何
を
期
待
す
る
の
か
。

（
九
）

昭
和
四
十
七
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ

九



う
な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
、
被
害
が
あ
っ
た
自
治
体
名
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故

か
。
被
害
実
態
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
、
徳
山
ダ
ム
の
治
水
機
能
に
何
を
期
待
す
る
の
か
。

（
十
）

昭
和
五
十
年
八
月
に
起
き
た
洪
水
で
、
被
害
が
あ
っ
た
自
治
体
名
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。
被
害
実

態
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
、
徳
山
ダ
ム
の
治
水
機
能
に
何
を
期
待
す
る
の
か
。

（
十
一
）

昭
和
五
十
一
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の

よ
う
な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
こ
の
時
、
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状
況

を
場
所
を
特
定
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
二
）

平
成
元
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う

な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。

（
十
三
）

平
成
二
年
九
月
に
起
き
た
一
名
の
死
者
・
行
方
不
明
の
被
害
は
、
ど
の
町
の
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う

な
原
因
で
発
生
し
た
ど
の
よ
う
な
被
害
か
。
ま
た
こ
の
時
、
被
害
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状
況
を
場

所
を
特
定
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
四
）

平
成
十
年
十
月
に
起
き
た
と
さ
れ
る
洪
水
に
よ
り
唯
一
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
は
ど
の
町
の
ど
の
よ
う

一
〇



な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で
発
生
し
た
被
害
か
。

（
十
五
）

平
成
十
四
年
七
月
に
起
き
た
と
さ
れ
る
自
治
体
で
の
被
害
状
況
を
場
所
を
特
定
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
六
）

昭
和
五
十
一
年
九
月
の
豪
雨
の
際
、
大
垣
市
で
起
き
た
被
害
は
、
河
川
の
氾
濫
で
は
な
く
、
内
水
氾
濫
で
あ
っ

た
が
、
浸
水
の
水
位
と
面
積
、
揖
斐
川
・
万
石
地
点
で
の
時
間
毎
の
水
位
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
こ
の
時
に

「
仮
に
徳
山
ダ
ム
が
存
在
し
た
ら
」
揖
斐
川
・
万
石
地
点
の
水
位
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
時
間
毎
に
示
さ
れ
た

い
。
さ
ら
に
「
仮
に
徳
山
ダ
ム
が
存
在
し
た
ら
」
浸
水
の
水
位
と
面
積
は
ど
の
程
度
縮
小
さ
れ
た
と
試
算
し
て
い
る

の
か
。
地
元
住
民
で
、
そ
の
後
の
排
水
施
設
の
整
備
に
よ
り
当
時
と
同
じ
状
況
で
あ
れ
ば
、
一
部
地
域
（
大
垣
市
荒

崎
地
区
の
よ
う
な
）
を
除
い
て
浸
水
被
害
は
な
い
と
い
う
説
明
を
受
け
て
い
る
者
が
居
る
が
、
国
土
交
通
省
と
し
て

の
認
識
は
い
か
が
か
。

（
十
七
）

同
じ
く
昭
和
五
十
一
年
九
月
の
豪
雨
の
際
、
安
八
町
、
墨
俣
町
に
発
生
し
た
被
害
は
、
長
良
川
の
堤
防
決
壊
を

原
因
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
事
実
か
ど
う
か
、
確
認
の
上
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
八
）

扇
大
臣
が
十
一
月
十
四
日
の
特
殊
法
人
特
別
委
員
会
で
「
今
年
の
七
月
の
台
風
六
号
で
は
、
大
垣
周
辺
で
は
、

浸
水
面
積
二
百
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
床
上
、
床
下
浸
水
が
約
四
百
五
十
戸
の
被
害
」
が
出
て
い
る
と
し
、
徳
山
ダ
ム
が

一
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完
成
し
て
い
れ
ば
、
「
最
大
一
メ
ー
ト
ル
四
十
セ
ン
チ
の
揖
斐
川
の
水
位
を
下
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
徳
山

ダ
ム
が
達
成
し
て
い
れ
ば
今
回
の
よ
う
な
被
害
が
な
か
っ
た
と
い
う
地
元
か
ら
の
強
い
ご
意
見
も
ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
答
弁
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
当
該
台
風
で
は
「
徳
山
ダ
ム
が
あ
れ

ば
ピ
ー
ク
時
に
四
十
三
セ
ン
チ
の
水
位
低
下
が
得
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
が
間
違
い
で
、
ど
ち
ら
が
正

し
い
の
か
。

（
十
九
）

万
石
地
点
で
四
十
三
セ
ン
チ
の
水
位
低
下
が
得
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
と
大
谷
川
右
岸
洗
堰
で
の
溢
水
は
無
か
っ

た
と
言
え
る
か
。
大
谷
川
の
越
流
は
午
前
六
時
過
ぎ
に
起
こ
っ
て
お
り
、
十
二
時
の
万
石
地
点
で
の
ピ
ー
ク
水
位
の

低
下
は
大
谷
川
の
越
流
防
止
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

（
二
十
）

荒
崎
地
区
は
昭
和
五
十
年
八
月
洪
水
で
も
、
洗
堰
の
越
流
に
よ
り
浸
水
を
う
け
て
い
る
。
そ
の
報
告
は
、
建
設

省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所
『
台
風
六
号
調
査
報
告
書
』
昭
和
五
十
一
年
五
月
ｐ
��
〜
��
で
な
さ

れ
て
お
り
、
特
に
ｐ
��
に
お
い
て
、
「
当
地
区
（
注
・
大
垣
市
荒
崎
地
区
の
こ
と
）
は
従
来
か
ら
の
遊
水
池
で
あ
り

本
来
な
ら
ば
家
屋
の
建
て
得
な
い
所
で
あ
る
。
当
地
区
は
下
流
部
に
牧
田
川
、
杭
瀬
川
の
狭
窄
部
が
あ
り
大
谷
川
、

相
川
の
水
が
は
け
な
い
た
め
に
一
時
遊
水
地
域
と
し
て
昔
よ
り
利
用
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
る
。
…
…
…
当
地
区
も
い

一
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ず
れ
は
締
め
切
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
締
め
切
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
杭
瀬
川
高
淵
の
引
き
堤
、
相
川
、
大
谷
川
合
流

点
か
ら
杭
瀬
川
ま
で
の
河
道
改
修
が
行
わ
れ
た
後
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
洗
堰
を
締
め
切
れ
ば
そ

の
結
果
と
し
て
、
他
の
地
区
に
そ
の
効
果
が
お
よ
び
、
よ
り
以
上
の
災
害
が
起
こ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
又
、
洪

水
は
最
終
的
に
は
人
為
に
制
禦
し
得
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
超
過
洪
水
（
計
画
規
模
を
越
え
た
洪

水
）
が
発
生
し
た
場
合
に
よ
り
被
害
を
小
さ
く
す
る
に
は
こ
の
よ
う
な
遊
水
地
域
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
は
引
用
者
）
。
こ
の
認
識
が
あ
り
な
が
ら
、
荒
崎
地
区
に
お
け
る
岐
阜
県
や
大
垣
市
に
よ

る
住
宅
開
発
を
放
置
し
、
洗
堰
問
題
の
解
決
を
「
徳
山
ダ
ム
完
成
以
降
」
に
引
き
延
ば
し
て
き
た
国
土
交
通
省
の
責

任
を
い
か
が
考
え
る
か
。

（
二
十
一
）

流
域
の
豪
雨
に
よ
る
過
去
の
被
害
実
態
と
、
徳
山
ダ
ム
に
よ
る
防
災
効
果
に
は
ズ
レ
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
ダ
ム
を
推
進
す
る
だ
け
で
終
始
し
、
防
災
の
た
め
の
、
よ
り
直
接
的
か
つ
効
率
的
な
対
策
を
お
ろ
そ
か
に
し
て

き
た
の
で
は
な
い
か
。

（
二
十
二
）

土
砂
崩
れ
や
鉄
砲
水
な
ど
に
よ
る
「
家
屋
の
全
壊
、
流
出
、
半
壊
」
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
危
険
区
域
の

指
定
や
警
告
、
移
転
な
ど
の
防
災
対
策
は
ど
の
程
度
、
揖
斐
川
流
域
で
は
進
ん
で
い
る
の
か
。一
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�

小
石
原
川
ダ
ム
に
つ
い
て

十
一
月
十
四
日
の
特
殊
法
人
特
別
委
員
会
で
扇
大
臣
は
、
小
石
原
川
ダ
ム
事
業
を
中
止
し
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
「
福
岡

県
県
南
の
広
域
の
水
系
」
が
、
利
水
参
加
を
五
月
十
五
日
表
明
し
た
と
答
弁
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
利
水
参
加
予
定
者
か

ら
「
繰
り
返
し
て
事
業
促
進
の
強
い
要
請
が
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
も
同
大
臣
は
述
べ
て
い
る
。

（
一
）

繰
り
返
し
行
わ
れ
た
と
い
う
「
事
業
促
進
の
強
い
要
請
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
機
会
に
ど
の
よ
う
な
形
式
で
行
わ

れ
た
か
。

（
二
）

利
水
参
加
予
定
者
は
、
新
規
需
要
を
ど
れ
だ
け
見
込
ん
で
い
る
か
。
工
業
用
水
、
農
業
用
水
、
上
水
道
に
分
け
て

そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
三
）

利
水
参
加
予
定
者
の
う
ち
、
工
業
用
水
、
農
業
用
水
、
上
水
道
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
に
応
じ
た
負
担
額
を
現

在
、
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
。

（
四
）

平
成
十
五
年
度
の
小
石
原
川
ダ
ム
の
概
算
要
求
は
十
二
億
九
千
九
百
万
円
だ
が
、
前
払
い
方
式
を
取
っ
た
場
合
、

単
年
度
ご
と
の
前
払
い
に
な
る
の
か
。

（
五
）

小
石
原
川
ダ
ム
事
業
で
、
前
払
い
方
式
を
導
入
す
る
場
合
は
、
す
べ
て
の
負
担
者
の
負
担
率
、
お
よ
び
、
見
込
み

一
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額
も
明
ら
か
に
せ
よ
。

（
六
）

利
水
者
で
あ
る
久
留
米
市
、
大
川
市
、
筑
後
市
、
大
牟
田
市
、
八
女
市
、
城
島
町
、
大
木
町
、
三
潴
町
、
大
和

町
、
高
田
町
、
広
川
町
、
立
花
町
、
小
郡
市
、
大
刀
洗
町
、
北
野
町
、
甘
木
市
、
三
輪
町
、
夜
須
町
、
朝
倉
町
、
吉

井
町
、
田
主
丸
町
、
浮
羽
町
、
黒
木
町
、
三
橋
町
、
山
川
町
の
新
規
利
水
予
定
量
を
、
工
業
用
水
、
農
業
用
水
、
上

水
道
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
現
在
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
市
町
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
な
ど
し

て
、
徹
底
的
に
調
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
水
需
要
予
測
ま
た
は
利
水
予
定
量
の
根
拠
と
な
っ
た
元
の

資
料
や
統
計
等
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
市
町
の
現
在
の
水
需
要
実
績
も
、
各
市
町
に
国

か
ら
直
接
問
い
合
わ
せ
て
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
七
）

小
石
原
川
ダ
ム
の
水
の
供
給
予
定
地
で
「
二
年
に
一
度
の
渇
水
」
が
あ
る
と
扇
大
臣
は
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
い
う

「
渇
水
」
と
は
ど
の
程
度
の
渇
水
か
。
�－
（
三
）
で
の
定
義
と
一
致
す
る
の
か
。
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
渇
水

ご
と
の
被
害
状
況
（
「
〇
〇
市
で
�
日
か
ら
�
日
ま
で
の
間
、
×
時
間
断
水
」
「
工
業
被
害
額
〇
円
」
な
ど
。
農

業
、
工
業
被
害
額
は
根
拠
も
含
め
て
）
を
、
各
回
ご
と
に
整
理
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
�－

（
三
）
の
定
義
と

違
う
場
合
は
、
定
義
が
違
う
理
由
と
と
も
に
、
そ
の
定
義
の
中
身
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
小
石
原
川
ダ
ム
受
益
地
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域
に
お
け
る
過
去
三
十
年
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

�

平
沼
赳
夫
経
済
産
業
大
臣
の
答
弁
に
つ
い
て

平
沼
大
臣
は
「
長
良
川
河
口
堰
の
工
業
用
水
は
一
滴
も
使
わ
れ
て
い
な
い
」
と
の
質
問
に
、
「
未
利
用
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
答
弁
し
、
す
ぐ
に
続
い
て
「
平
成
十
年
に
策
定
さ
れ
た
第
七
次
愛
知
県
地
方
計
画
等
に
よ
れ
ば
、
中
部
国
際
空
港
の
開
港

が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
高
速
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
る
企
業
立
地
に
伴
う
工
業
用
水
需
要
量
の
増
加
、
現
在
は
地
下
水
か

ら
取
水
を
し
て
お
り
ま
す
用
水
の
工
業
用
水
へ
の
転
換
等
の
理
由
か
ら
、
中
部
圏
地
域
の
将
来
の
発
展
に
必
要
と
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

（
一
）

こ
の
答
弁
は
長
良
川
河
口
堰
で
未
使
用
の
工
業
用
水
が
、
中
部
国
際
空
港
、
高
速
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
る
企
業

立
地
に
伴
う
工
業
用
水
需
要
量
の
増
加
や
、
現
在
、
地
下
水
か
ら
取
水
し
て
い
る
用
水
の
工
業
用
水
へ
の
転
換
の
た

め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
し
か
と
れ
な
い
が
、
そ
の
通
り
で
間
違
い
は
な
い
か
。

（
二
）

中
部
国
際
空
港
で
の
上
水
道
使
用
量
予
測
と
工
水
使
用
量
予
測
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
事
業
費
用
負
担

は
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
行
う
の
か
。

（
三
）

（
二
）
の
答
弁
に
対
す
る
参
考
値
と
す
る
た
め
、
関
西
国
際
空
港
で
の
上
水
道
使
用
量
実
績
と
工
水
使
用
量
実
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績
、
お
よ
び
導
水
管
工
事
総
額
お
よ
び
負
担
者
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
）

平
沼
大
臣
が
答
弁
し
た
「
高
速
交
通
網
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
具
体
的
な
道
路
事
業
名
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
五
）

平
沼
大
臣
が
答
弁
し
た
「
高
速
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
る
企
業
立
地
」
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
は
誰
が
責
任
を

持
つ
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。

（
六
）

平
沼
大
臣
が
答
弁
し
た
「
高
速
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
る
企
業
立
地
」
の
予
定
地
は
ど
こ
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
七
）

平
沼
大
臣
が
答
弁
し
た
「
高
速
交
通
網
の
整
備
等
に
よ
る
企
業
立
地
に
伴
う
工
業
用
水
需
要
量
」
の
予
測
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

（
八
）

工
業
用
水
が
必
要
な
産
業
と
し
て
ど
の
よ
う
な
産
業
が
立
地
さ
れ
る
と
見
込
ん
で
い
る
の
か
、
明
解
に
答
弁
さ
れ

た
い
。

（
九
）

平
成
七
年
の
運
用
開
始
以
来
、
未
利
用
だ
っ
た
料
金
は
、
ど
の
よ
う
な
方
針
で
誰
か
ら
回
収
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。
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